
お 知 ら せ
i n f o r m a t i o n

　

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給

者
証
の
有
効
期
限
は
10
月
31
日

ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

11
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き

医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
に

は
、
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。

　

受
給
者
の
方
に
は
個
別
に
案

内
通
知
を
送
付
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
の
上
、
忘
れ
ず
に

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
な
も
の

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給

　

資
格
登
録（
更
新
）申
請
書

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受
給

　

者
証（
水
色
の
カ
ー
ド
）

ご 

案 

内

・
受
給
者
と
児
童
の
保
険
証

・
受
給
者
と
児
童
の
戸
籍
謄
本

※
詳
し
く
は
、
案
内
通
知
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

☎
７
２

−

２
２
１
２

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
受

給
者
証
更
新
の
手
続
き
を

令
和
４
年
成
人
式
を
開
催

し
ま
す

　

令
和
４
年
小
野
町
成
人
式
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

成
人
式
は
、
成
人
と
し
て
社

会
に
認
め
ら
れ
、
権
利
と
責
任

を
認
識
す
る
た
め
の
大
き
な
節

目
と
な
る
式
で
す
。
ぜ
ひ
ご
出

席
く
だ
さ
い
。

　

な
お
対
象
と
な
る
年
齢
の
方

へ
は
、
個
別
に
通
知
を
お
送
り

し
ま
す
。

■
日
時

　

令
和
４
年
１
月
９
日
㊐

　

午
前
10
時
30
分
か
ら

■
場
所

　

多
目
的
研
修
集
会
施
設

　

大
ホ
ー
ル

■
対
象
と
な
る
方

平
成
13
年
４
月
２
日
か
ら
平

成
14
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
方

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
延
期
や
中

止
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
公
民
館

☎
７
２

−

２
１
２
５

小
野
町
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン

教
室
を
開
講
し
ま
し
た

　
「
お
酒
を
飲
ま
な
い
」「
タ
バ

コ
を
吸
わ
な
い
」な
ど
の
ル
ー

ル
の
も
と
、
認
知
症
予
防
と
地

域
で
の
仲
間
づ
く
り
を
目
的
と

し
た
健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
教
室
を

開
講
し
ま
し
た
。

　

脳
細
胞
や
指
先
を
刺
激
す
る

健
康
マ
ー
ジ
ャ
ン
は
認
知
症
な

ど
の
介
護
予
防
に
効
果
的
と
さ

れ
て
お
り
、
会
話
を
し
な
が
ら

卓
を
囲
む
こ
と
で
参
加
者
同
士

の
交
流
を
深
め
ま
す
。

　

初
心
者
か
ら
経
験
者
ま
で
興

味
の
あ
る
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く

だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方

■
開
催
日
時

　

毎
週
木
曜
日

　

午
後
１
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

■
場
所

　

多
目
的
研
修
集
会
施
設

　

第
１
・
２
研
修
室
ま
た
は
大

ホ
ー
ル

■
参
加
費

　

無
料

■
申
し
込
み
先

　

健
康
福
祉
課

　

☎
７
２

−

６
９
３
４

−困
っ
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
行
政

相
談
−

　

10
月
18
日
㊊
か
ら
24
日
㊐
ま

で
は「
行
政
相
談
週
間
」で
す
。

　

行
政
相
談
は
、
行
政
に
関
す

る
苦
情
や
意
見
・
要
望
な
ど
の

相
談
に
応
じ
、
問
題
解
決
や
運

営
の
改
善
を
お
手
伝
い
す
る
も

行
政
相
談
所
を
開
設
し

ま
す

の
で
す
。　

　

無
料
で
い
つ
で
も
相
談
で
き
、

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

︻
行
政
相
談
委
員
︼

　

宗
像　

利
男
さ
ん

　

☎
７
２

−

５
１
４
６

　

ま
た
行
政
相
談
所
を
次
の
と
お

り
開
設
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

■
日
時

　

10
月
22
日
㊎

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
４
時

ま
で

■
場
所

　

役
場
第
二
会
議
室
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